
令和６年度末時点で、小児科を標榜していない医療機関が

対象です。

新たに小児の外来診療等を始めるにあたり、医療機関が

必要となる経費（研修受講料、旅費、専門書籍購入費

など）を補助対象とします。

補助対象期間は、令和７年度から令和９年度までの３年間

です。

補助額は、３年間で最大１５０万円！

こんな事業です！

事業の詳細

は裏面へ

千葉県小児診療等

対応医師確保支援

事業補助金
（令和７年度）

[所在地] 千葉県千葉市中央区市場町１－１
[電 話]０４３－２２３－３８８３
[ＦＡＸ]０４３－２２１－７３７９
[メール]d-chibank@mz.pref.chiba.lg.jp

千葉県 健康福祉部 医療整備課

医師確保・地域医療推進室

始めませんか
小児診療

[ホームページ]
https://www.pref.chiba.lg.jp/iry
ou/ishi/ishikakuho/shounishinry
outaiou.html

追加募集を開始
しました！

（12月26日まで）
（先着順(3枠)）



［想定する経費］
研修受講料、旅費、専門書籍購入費など、上記の取組に要する経費

※ただし、施設整備に要する経費を除く

千葉県小児診療等対応

医師確保支援事業補助金

事業の

詳細

■日本小児保健協会

小児診療に携わる医師や看護師などを対象に、小児保健や乳幼児健診などをテーマとして、セミナー

を開催日本小児看護学会で小児医療に関するセミナーを開催。

 ■日本小児看護学会

これまで小児看護の経験がない、または経験の少ない新人看護師の方などを対象に、小児看護の基礎
知識などを学ぶための研修（小児看護スキルアップ研修：施設単位での申込も可能 など）を開催。

参考までに…

小児外来を行うと、こんな診療報酬があります！

小児科を標榜する保険医療機関が、６歳未満の乳幼児に対して
外来診療を行った場合に算定（時間外加算などは原則包括され
ており、別途算定不可）

乳幼児加算（時間外加算、休日加算、深夜加算を算定する場合は、算定不可）

６歳未満の乳幼児に対して、初診・再診を行った場合 ７５点 ３８点
時間外加算※
診療時間以外の時間に、初診・再診を行った場合 ８５点（２００点） ６５点（１３５点）

休日加算※
日曜日や祝日等に初診・再診を行った場合 ２５０点（３６５点） １９０点（２６０点）

深夜加算※

午後１０時から午前６時までに初診・再診を開始した場合 ４８０点（６９５点） ４２０点（５９０点）

６０４点 ４１０点

※（ ）内の点数は、６歳未満の乳幼児に対して診療した場合の点数を示す。

小児科の標榜は不要

下記点数は一例です。診療内容や施設基準などに
よって、算定できる診療報酬は異なりますので、
ご注意ください。

小児科外来診療料

初診
特定の条件下では、異なる点数が適用されることがある。
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再診

令和６年度末時点で小児科を標榜しておらず、次の①から⑦のいずれか

の取組（補助金の交付を初めて受ける年度から起算して、２年を経過する

までの間に取組実績が出るものに限る）を行う医療機関を対象とします。

①自医療機関で診療する小児患者（１５歳未満）を計画的に増やす取組

②在宅当番医制事業に新たに参加し、小児患者の診療を行う取組

③小児夜間休日急病診療所において新たに小児患者の診療を行う取組

④学校医等（県内に所在する小学校若しくは中学校の学校医、幼稚園の

園医又は保育所の嘱託医）に新たに就任し、必要な助言指導や健診等

を行う取組※

⑤乳幼児健診（法定健診以外を含む集団健診、個別健診）を新たに

受託等し、乳幼児に対する健診を行う取組

⑥子どもの定期予防接種（集団接種、個別接種）を新たに受託等し、

子どもに対する予防接種を行う取組

⑦その他、小児診療体制の確保に向けて知事が必要と認める取組

補助上限額 １医療機関あたり５０万円／年（３年間で最大１５０万円）

※事業開始年度の前年度までに学校医等を行ったことがある医師が在籍しない医療機関に限る。

• 令和７年度から令和９年度までの３年間は、事業計画を作成のうえ、

小児診療等の取組状況について、毎年度、知事に報告すること。

• 県が主催（委託含む）する、小児診療等に関する研修会に参加する

こと（オンデマンド配信の視聴を含む）。

• 令和７年度以降に提出する医師届出票で、「従事する診療科名等」の

１つとして「小児科」の選択に協力すること（従たる診療科で可）。

千葉県では、小児患者の診療体制の充実や小児科医の負担軽減を図る

ほか、小児診療に対応できる医師の更なる確保を目指して、小児診療

に新たに取り組む（拡充含む）医師等への支援を行います。

申請方法は、千葉県ホームページをご覧ください！（表面参照）

補助対象

補助対象期間 令和７年度から令和９年度までの３年間

交付要件

小児科の標榜が必要
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